
　　収納事務の委託について （令和５年度）

地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき、次の事業者へ収納事務を委託しました。

　 委託した収納事務

インターネットを利用して納付された遠別町まちづくり応援寄附金 （ふるさと納税） の収納事務

名　 称 所在地 期　 間

令和 ５年 ４月　１日 から
令和 ６年 ３月３１日 まで

令和 ５年 ４月　１日 から
令和 ６年 ３月３１日 まで

　　指定代理納付者の指定について （令和５年度）

地方自治法施行令第２３１条の２第６項の規定に基づき、次の事業者を指定代理納付者として指定
しました。

　 指定した歳入

インターネットを利用して納付された遠別町まちづくり応援寄附金 （ふるさと納税） 

名　 称 所在地 期　 間

令和 ５年 ４月　１日 から
令和 ６年 ３月３１日 まで

令和 ５年 ４月　１日 から
令和 ６年 ３月３１日 まで

令和 ５年 ４月　１日 から
令和 ６年 ３月３１日 まで

 楽天グループ 株式会社  東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号

 株式会社 札幌北洋カード  札幌市中央区大通西３丁目１１番地

 株式会社 トラストバンク  東京都渋谷区渋谷２丁目２４番１２号

 楽天グループ 株式会社  東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号

 株式会社 トラストバンク  東京都渋谷区渋谷２丁目２４番１２号


